
鉱山保安法施行規則の一部を改正する省令について

近年の技術進歩により、軽量化・小型化された電動ファン付き呼吸用保護具

が開発され、実用化が可能となったため、鉱山保安法施行規則（平成 年経１６

済産業省令第 号。以下「規則」という ）について所要の改正を行う。９６ 。

１．改正の必要性

現在、粉じんの処理に係る規定のうち呼吸用保護具の着用については、規

則第１０条第２号に、粉じんが発生し、又は飛散する作業場において、鉱山

労働者に作業を行わせるときは、日本工業規格Ｔ８１５１に適合する防じん

マスク又はこれと同等の防じん機能を有する保護具を着用させることを規定

している。

しかしながら、近年の技術進歩により、軽量化・小型化された実用可能な

日本工業規格Ｔ８１５７に適合する電動ファン付き呼吸用保護具が開発され

たことから、この規格に適合するもの又はこれと同等以上の防じん機能を有

する保護具についても、鉱山労働者に着用させるべき呼吸用保護具の対象と

するため、規則第１０条第２号を改正する必要がある。

２．改正の内容

粉じんの処理について鉱業権者が講ずべき措置（規則第１０条第２号関係）

鉱業権者が、鉱山労働者に着用させる呼吸用保護具として、新たに「日本

工業規格Ｔ８１５７に適合する電動ファン付き呼吸用保護具又はこれと同等

以上の防じん機能を有する呼吸用保護具」を規定すること。
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